
第

二

千

四

百

五

十

一

号

平

成

二

十

五

年

六

月

七

日

(

金
曜
日)

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
総
務
課)

三
八
三
ペ
ー
ジ

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の

指
定

(

環
境
管
理
課)

三
八
四

○
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
居
宅
介
護
事
業
者
等

の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

三
八
四

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

三
八
六

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(
同

)

三
八
八

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜

産

課)

三
八
八

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

三
八
九

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

三
八
九

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

三
九
〇

○
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦

(

労
働
雇
用
課)

三
九
〇

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

三
九
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

同

)

三
九
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

三
九
二

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

土

屋

嶢

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
岐
阜
県
立
加
茂
農
林
高
等
学
校
の
部
全
日
制
の
課
程
の
款
農
業
に
関
す
る
学
科
の
項
中｢

流
通

科
学
科｣

の
下
に｢

、
園
芸
流
通
科｣

を
、｢

造
園
科｣

の
下
に｢

、
環
境
デ
ザ
イ
ン
科｣

を
、｢

生
物

工
学
科｣

の
下
に｢

、
食
品
科
学
科｣

を
、｢

林
業
工
学
科｣

の
下
に｢

、
森
林
科
学
科｣

を
加
え
、

同
表
岐
阜
県
立
可
児
工
業
高
等
学
校
の
部
全
日
制
の
課
程
の
款
工
業
に
関
す
る
学
科
の
項
中｢

応
用
技

術
科｣

の
下
に｢

、
化
学
技
術
科｣

を
加
え
、
同
表
岐
阜
県
立
大
垣
養
老
高
等
学
校
の
部
全
日
制
の
課

程
の
款
農
業
に
関
す
る
学
科
の
項
中｢

、
環
境
科
学
科｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日



告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

(

以
下

｢

要
措
置
区
域｣

と
い
う
。)
を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

要
措
置
区
域

本
巣
市
浅
木
字
西
ノ
筋
三
〇
八
番
一
、
三
〇
九
番
一
、
三
一
〇
番
一
、
三
一
一
番
一
、
三
一
二
番

一
、
三
一
四
番
一
及
び
三
一
五
番
一
の
各
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
名
称

砒ひ

素そ

及
び
そ
の
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
示
措
置

原
位
置
封
じ
込
め
又
は
遮
水
工
封
じ
込
め

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保

護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅

介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

指

定

年

月

日

医
療
法
人
清
風
会

林
ク
リ
ニ

ッ
ク

美
濃
加
茂
市
前
平
町
一
―

一
〇
〇

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

林
ク
リ
ニ
ッ
ク

短
時
間
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

美
濃
加
茂
市
前
平
町
一
―

一
〇
〇

平
成
二
四
・
一
一
・

一

医
療
法
人
清
風
会

林
ク
リ
ニ

ッ
ク

美
濃
加
茂
市
前
平
町
一
―

一
〇
〇

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

林
ク
リ
ニ
ッ
ク

短
時
間
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

美
濃
加
茂
市
前
平
町
一
―

一
〇
〇

同

医
療
法
人
清
風
会

林
ク
リ
ニ

ッ
ク

美
濃
加
茂
市
前
平
町
一
―

一
〇
〇

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

林
ク
リ
ニ
ッ
ク

短
時
間
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

美
濃
加
茂
市
前
平
町
一
―

一
〇
〇

同

合
同
会
社
西
濃
企
画

大
垣
市
外
渕
四
―
九
二
―

二

訪
問
介
護

介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
ら
い

大
垣
市
外
渕
四
―
九
二
―

二

同

合
同
会
社
西
濃
企
画

大
垣
市
外
渕
四
―
九
二
―

二

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
ら
い

大
垣
市
外
渕
四
―
九
二
―

二

同
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合
同
会
社
お
も
い
や
り

多
治
見
市
太
平
町
五
―
二

三
―
一

通
所
介
護

Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ

多
治

見

多
治
見
市
太
平
町
五
―
二

三
―
一

同

合
同
会
社
お
も
い
や
り

多
治
見
市
太
平
町
五
―
二

三
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ

多
治

見

多
治
見
市
太
平
町
五
―
二

三
―
一

同

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
わ
や

か
伝
言
ば
ん

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
八
―

五

介
護
予
防

訪
問
介
護

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
さ
わ
や
か
介
護
セ

ン
タ
ー

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
八
―

五

同

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
わ
や

か
伝
言
ば
ん

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
八
―

五

介
護
予
防

通
所
介
護

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
さ
わ
や
か
介
護
セ

ン
タ
ー

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
八
―

五

同

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｏ

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

訪
問
介
護

訪
問
介
護
コ
ミ
ケ
ア

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

ラ
・
ポ
ー
ル
め

い
わ
二
〇
三
号
室

同

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｏ

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
コ
ミ
ケ
ア

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

ラ
・
ポ
ー
ル
め

い
わ
二
〇
三
号
室

同

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｏ

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

通
所
介
護

お
あ
し
す
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
大
畑

多
治
見
市
大
畑
町
六
―
七

八

同

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｏ

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

お
あ
し
す
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
大
畑

多
治
見
市
大
畑
町
六
―
七

八

同

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｏ

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

通
所
介
護

お
あ
し
す
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
明
和

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

ラ
・
ポ
ー
ル
め

い
わ
一
階

同

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｏ

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

お
あ
し
す
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
明
和

多
治
見
市
明
和
町
二
―
四

一
―
一

ラ
・
ポ
ー
ル
め

い
わ
一
階

同

前

川

博

信

多
治
見
市
幸
町
一
―
一
―

一

マ
ー
ブ
ル
七
番
館
六

〇
一

訪
問
看
護

前
川
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

多
治
見
市
錦
町
一
―
二
一

―
二

同

前

川

博

信

多
治
見
市
幸
町
一
―
一
―

一

マ
ー
ブ
ル
七
番
館
六

〇
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

前
川
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

多
治
見
市
錦
町
一
―
二
一

―
二

同

前

川

博

信

多
治
見
市
幸
町
一
―
一
―

一

マ
ー
ブ
ル
七
番
館
六

〇
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

前
川
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

多
治
見
市
錦
町
一
―
二
一

―
二

同

前

川

博

信

多
治
見
市
幸
町
一
―
一
―

一

マ
ー
ブ
ル
七
番
館
六

〇
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

前
川
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

多
治
見
市
錦
町
一
―
二
一

―
二

同



岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促

進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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合

同

会

社

花

も

も

多
治
見
市
笠
原
町
三
二
二

九
―
一

訪
問
介
護

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
花
も
も

多
治
見
市
笠
原
町
三
二
二

九
―
一

同

合

同

会

社

花

も

も

多
治
見
市
笠
原
町
三
二
二

九
―
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
花
も
も

多
治
見
市
笠
原
町
三
二
二

九
―
一

同

医

療

法

人

瑞

岐

会

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原
一

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

介
護
老
人
保
健
施
設
ひ
ざ
し

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原
一

同

医

療

法

人

瑞

岐

会

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

瑞
岐
会
老
人
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

瑞
浪
市
稲
津
町
萩
原
一

同

中

村

勝

重

関
市
倉
知
二
三
九
六
―
三

訪
問
看
護

さ
わ
や
か
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

関
市
山
田
八
二
三
―
一

同

中

村

勝

重

関
市
倉
知
二
三
九
六
―
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

さ
わ
や
か
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

関
市
山
田
八
二
三
―
一

同

中

村

勝

重

関
市
倉
知
二
三
九
六
―
三

介
護
予
防

訪
問
看
護

さ
わ
や
か
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

関
市
山
田
八
二
三
―
一

同

中

村

勝

重

関
市
倉
知
二
三
九
六
―
三

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

さ
わ
や
か
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

関
市
山
田
八
二
三
―
一

同

西
濃
医
療
生
活
協
同
組
合

大
垣
市
久
徳
町
一
五
三
―

一

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

し

ず

さ

と

診

療

所

大
垣
市
久
徳
町
一
五
三
―

一

同

海
津
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー

海
津
市
南
濃
町
駒
野
奥
条

入
会
地
九
九
―
二

地
域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

海
津
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー

海
津
市
南
濃
町
駒
野
奥
条

入
会
地
九
九
―
二

同

西
濃
医
療
生
活
協
同
組
合

大
垣
市
久
徳
町
一
五
三
―

一

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
の
き

大
垣
市
桧
町
七
〇
六

同
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

廃

止

年

月

日

下

呂

市

長

下
呂
市
森
八
九
〇

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

下
呂
市
立
金
山
病
院

下
呂
市
金
山
町
金
山
二
五

九
四

平
成
二
四
・

七
・
三
一

下

呂

市

長

下
呂
市
森
八
九
〇

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

下
呂
市
立
金
山
病
院

下
呂
市
金
山
町
金
山
二
五

九
四

同

有
限
会
社
井
桁
屋
薬
局

下
呂
市
金
山
町
金
山
二
〇

五
二

居
宅
療
養

管
理
指
導

井
桁
屋
あ
さ
ひ
薬
局

下
呂
市
金
山
町
金
山
二
六

〇
〇
―
二

同

株
式
会
社
ス
ギ
薬
局

愛
知
県
安
城
市
三
河
安
城

町
一
―
八
―
四

居
宅
療
養

管
理
指
導

ス
ギ
薬
局

美
濃
加
茂
店

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古

井
字
神
明
堂
二
七
四
七
―

六

平
成
二
四
・

八
・
三
一

株
式
会
社
ス
ギ
薬
局

愛
知
県
安
城
市
三
河
安
城

町
一
―
八
―
四

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ス
ギ
薬
局

美
濃
加
茂
店

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古

井
字
神
明
堂
二
七
四
七
―

六

同

平

野

良

尚

各
務
原
市
尾
崎
南
町
二
―

六
六

訪
問
看
護

ひ
ら
の
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
蘇
原
瑞
穂
町
三

―
七
六
―
一

平
成
二
四
・

九
・
三
〇

平

野

良

尚

各
務
原
市
尾
崎
南
町
二
―

六
六

居
宅
療
養

管
理
指
導

ひ
ら
の
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
蘇
原
瑞
穂
町
三

―
七
六
―
一

同

平

野

良

尚

各
務
原
市
尾
崎
南
町
二
―

六
六

介
護
予
防

訪
問
看
護

ひ
ら
の
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
蘇
原
瑞
穂
町
三

―
七
六
―
一

同

平

野

良

尚

各
務
原
市
尾
崎
南
町
二
―

六
六

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ひ
ら
の
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
蘇
原
瑞
穂
町
三

―
七
六
―
一

同

株

式

会

社

友

悠

羽
島
市
上
中
町
長
間
二
九

二
八

福
祉
用
具

貸
与

株

式

会

社

友

悠

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
二

―
七
一

同

株

式

会

社

友

悠

羽
島
市
上
中
町
長
間
二
九

二
八

特
定
福
祉

用
具
販
売

株

式

会

社

友

悠

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
二

―
七
一

同

株

式

会

社

友

悠

羽
島
市
上
中
町
長
間
二
九

二
八

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株

式

会

社

友

悠

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
二

―
七
一

同

株

式

会

社

友

悠

羽
島
市
上
中
町
長
間
二
九

二
八

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

株

式

会

社

友

悠

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
二

―
七
一

同



岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
名

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
九
号

家
畜
伝
染
病
の
発
生
が
あ
っ
た
の
で
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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株

式

会

社

吉

川

組

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

訪
問
介
護

訪
問
介
護
コ
ミ
ケ
ア

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

ラ
・
ポ
ー
ル
め
い
わ

二
〇
三
号

平
成
二
四
・
一
〇
・
三
一

株

式

会

社

吉

川

組

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
コ
ミ
ケ
ア

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

ラ
・
ポ
ー
ル
め
い
わ

二
〇
三
号

同

株

式

会

社

吉

川

組

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

通
所
介
護

お
あ
し
す
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

ラ
・
ポ
ー
ル
め
い
わ

一
階

同

株

式

会

社

吉

川

組

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

介
護
予
防

通
所
介
護

お
あ
し
す
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

ラ
・
ポ
ー
ル
め
い
わ

一
階

同

株

式

会

社

吉

川

組

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

通
所
介
護

お
あ
し
す
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
大
畑

多
治
見
市
大
畑
町
六
―
七

八

同

株

式

会

社

吉

川

組

多
治
見
市
明
和
町
二
―
五

〇

介
護
予
防

通
所
介
護

お
あ
し
す
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
大
畑

多
治
見
市
大
畑
町
六
―
七

八

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

変

更

年

月

日

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

合
会

岐
阜
市
宇
佐
南
四
―
一
三

―
一

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
よ
う

ろ
う

新

養
老
郡
養
老
町
押
越

九
八
六

旧

養
老
郡
養
老
町
柏
尾

四
六
三
―
一

平
成
二
三
・
一
〇
・

一



一

病
名

ヨ
ー
ネ
病

二

家
畜
の
種
類

牛

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分
及
び
そ
の
頭
数

患
畜
一
頭

四

発
生
場
所

関
市

五

発
生
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
川
上
字
タ
ハ
タ
四
七
三
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
川
上
字
奥
屋
九
三
五
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

平成25年６月７日 岐 阜 県 公 報 第２４５１号( 389 )



公

示

メ
イ
プ
ル
調
剤
薬
局

ハ
ー
ズ
川
部
調
剤
薬
局

ア
イ
セ
イ
薬
局

金
岡
店

ス
ギ
薬
局

多
治
見
南
店

メ
イ
プ
ル
薬
局

せ
せ
ら
ぎ
薬
局

中
部
薬
品

美
濃
イ
ン
タ
ー

薬
局

ベ
ル
薬
局

広
小
路
店

阪
神
調
剤
薬
局

北
方
店

名

称

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
二
の
四
七
の

二 岐
阜
市
川
部
二
丁
目
一
五
四

多
治
見
市
金
岡
町
一
丁
目
七
四
の
一

多
治
見
市
三
笠
町
一
丁
目
八
番
地
の

一 瑞
浪
市
北
小
田
町
二
の
一
七
七

高
山
市
清
見
町
三
日
町
一
二
二
六

美
濃
市
生
櫛
荘
ノ
下
一
六
八
六
の
三

二 高
山
市
名
田
町
五
の
五
二

本
巣
郡
北
方
町
北
方
二
二
八
六
番
地

の
五

所

在

地

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 同 同 同 同 同 同 平
成
二
五
・

六
・

一

指

定

年
月
日

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
北
方
字
松
尾
二
二
八
三
の
五
、
二
二
八
三
の
八
、
二
二
九
〇
の
四
四
、
二
二
九

〇
の
四
五
、
二
二
九
〇
の
四
七
、
二
二
九
〇
の
四
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
北
方
字
松
尾
二
二
八
三
の
五
、
二
二
八
三
の
八
、
二
二
九
〇
の
四
四
、
二
二
九

〇
の
四
五
、
二
二
九
〇
の
四
七
、
二
二
九
〇
の
四
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
用
地
と
す
る
た
め

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(

薬
局)

○
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
の
う
ち
、
労
働
者
委
員
に
一
名
の
欠
員
が
生
じ
る
の
で
、
補
欠
委
員
を
任
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氏
名

年
齢

所
属
労
働
組
合
及
び
地
位

所
属
職
場
及
び
地
位

備
考

命
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号)

第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
及
び

労
働
組
合
法
施
行
令(

昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
労
働
者
委
員
の
補
欠
の
委
員
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

推
薦
団
体

岐
阜
県
の
区
域
の
み
に
組
織
を
有
し
、
労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合

す
る
労
働
組
合

二

被
推
薦
者

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
者
で
な
い
こ
と
。

三

推
薦
受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日(

金)

か
ら

同

年
七
月
十
六
日(

火)

ま
で

四

推
薦
手
続

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は
、
次
の
書
類
を
岐
阜
県
商
工
労
働
部
労

働
雇
用
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

１

別
記
様
式
の
推
薦
書

２

被
推
薦
者
の
履
歴
書

３

推
薦
に
係
る
労
働
組
合
が
労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の

岐
阜
県
労
働
委
員
会
の
証
明
書

別
記
様
式

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
古
田
肇
様

労
働
組
合
所
在
地

労
働
組
合
名

印

代
表
者
氏
名

印

第
43期
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

第
43期
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
と
し
て
次
の
者
を
推
薦
し
ま
す
｡
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２ １

製
造
物
品
の
名
称

坂
祝
町
木
曽
川
右

岸
用
水
土
地
改
良

区 施

行

者

名

男
性
警
察
官
合
活
動
服

男
性
警
察
官
冬
活
動
服

坂
祝
町
木
曽
川
右
岸

用
水
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名490着

490着

予
定
数
量 坂

祝
町
役
場

縦

覧

場

所

19,477.5

20,296.5

落
札
単
価

平
成
二
五
・

六
・

七
か
ら

同

二
五
・

七
・

五
ま
で

縦

覧

期

間

大
垣
市
鶴
見
町
上
渡
瀬
641番

地
２

株
式
会
社
ヤ
ナ
ゲ
ン
外
商
部

部
長
所
繁
宏

岐
阜
市
正
木
中
１
丁
目
１
番
１
号

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
川
島
政
樹

落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

ご

う

ど

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

神

戸

町

役

場

縦

覧

場

所

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
五
・

六
・

七
か
ら

同

・

七
・

五
ま
で

縦

覧

期

間

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
変
更
後

の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
製
造
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
別
表
の
と
お
り

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
別
表
の
と
お
り

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
25年
３
月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
別
表
の
と
お
り

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
別
表
の
と
お
り

６
落
札
単
価
別
表
の
と
お
り

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号
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13 12 11 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３

女
性
警
察
官
合
ネ
ク
タ
イ

男
性
警
察
官
合
ネ
ク
タ
イ

女
性
警
察
官
冬
ネ
ク
タ
イ

男
性
警
察
官
冬
ネ
ク
タ
イ

女
性
警
察
官
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

男
性
警
察
官
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

女
性
警
察
官
夏
服
半
袖

女
性
警
察
官
夏
服
長
袖

男
性
警
察
官
夏
服
ズ
ボ
ン

男
性
警
察
官
夏
服
半
袖

男
性
警
察
官
夏
服
長
袖

50本

140本

50本

140本

260着

3,440着

130着

140着

2,890着

2,240着

1,120着

1,102.5

1,102.5

1,102.5

1,102.5

7,486.5

7,297.5

8,022.0

8,337.0

7,507.5

7,917.0

8,137.5

岐
阜
市
茜
部
中
島
２
丁
目
64番
地
２

ミ
ド
リ
安
全
岐
阜
株
式
会
社

代
表
取
締
役
早
川
逸
男

岐
阜
市
茜
部
中
島
２
丁
目
64番
地
２

ミ
ド
リ
安
全
岐
阜
株
式
会
社

代
表
取
締
役
早
川
逸
男

岐
阜
市
茜
部
中
島
２
丁
目
64番
地
２

ミ
ド
リ
安
全
岐
阜
株
式
会
社

代
表
取
締
役
早
川
逸
男

岐
阜
市
茜
部
中
島
２
丁
目
64番
地
２

ミ
ド
リ
安
全
岐
阜
株
式
会
社

代
表
取
締
役
早
川
逸
男

大
垣
市
鶴
見
町
上
渡
瀬
641番

地
２

株
式
会
社
ヤ
ナ
ゲ
ン
外
商
部

部
長
所
繁
宏

大
垣
市
鶴
見
町
上
渡
瀬
641番

地
２

株
式
会
社
ヤ
ナ
ゲ
ン
外
商
部

部
長
所
繁
宏

岐
阜
市
長
住
町
５
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

岐
阜
市
長
住
町
５
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

大
垣
市
日
の
出
町
１
丁
目
５
番
地

株
式
会
社
日
の
丸
繊
維

代
表
取
締
役
国
枝
弘
彦

岐
阜
市
長
住
町
５
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

岐
阜
市
茜
部
中
島
３
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役
辻

博

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

一
般
競
争
入
札

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日

平
成
25年
４
月
25日
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21 20 19 18 17 16 15 14

夏
期
用
防
炎
被
服

警
察
官
特
殊
被
服

女
性
警
察
官
雨
衣

男
性
警
察
官
雨
衣

女
性
警
察
官
防
寒
服
(Ⅱ
種
)

男
性
警
察
官
防
寒
服
(Ⅱ
種
)

女
性
警
察
官
防
寒
服
(Ⅰ
種
)

男
性
警
察
官
防
寒
服
(Ⅰ
種
)

160着

160着

50着

550着

20着

220着

40着

230着

14,542.5

9,292.5

18,322.5

18,112.5

18,637.5

18,427.5

19,267.5

19,057.5

岐
阜
市
金
園
町
３
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
３
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
３
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
３
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
３
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
３
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井

潔

岐
阜
市
金
園
町
３
丁
目
25番
地

株
式
会
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